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公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改正する規則 

（公衆浴場法施行細則の一部改正） 

第１条 公衆浴場法施行細則（昭和23年愛媛県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（水質基準） （水質基準） 

第６条 条例第５条第１項第７号の規則で定める水質基準は、次の

とおりとする。 

第６条 条例第５条第１項第７号の規則で定める水質基準は、次の

とおりとする。 

(１) 省略 (１) 省略 

(２) 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に

適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性質

により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させること

ができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれが

ないときは、これらの基準によらないことができる。 

(２) 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に

適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性質

により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させること

ができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれが

ないときは、これらの基準によらないことができる。 

 １・２ 省略     １・２ 省略    

 ３ 大腸菌 省略    ３ 大腸菌群 省略   

 ４ 省略     ４ 省略    

２ 省略 ２ 省略 

（旅館業法施行細則の一部改正） 

第２条 旅館業法施行細則（昭和32年愛媛県規則第50号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（水質基準） （水質基準） 

第10条 旅館業法施行条例（昭和32年愛媛県条例第44号。以下「条

例」という。）第４条の表第３の項第３号の規則で定める水質基

第10条 旅館業法施行条例（昭和32年愛媛県条例第44号。以下「条

例」という。）第４条の表第３の項第３号の規則で定める水質基
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準は、次のとおりとする。 準は、次のとおりとする。 

(１)  省略 (１)  省略 

(２) 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により 行う検査において、同表の中欄に掲げる基準

に適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性

質により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させるこ

とができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれ

がないときは、これらの基準によらないことができる。 

(２) 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準

に適合するものとする  。ただし、浴槽水に用いる湯水の性

質により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させるこ

とができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれ

がないときは、これらの基準によらないことができる。 

 １・２ 省略     １・２ 省略    

 ３ 大腸菌 省略    ３ 大腸菌群 省略   

 ４ 省略     ４ 省略    

２ 省略 ２ 省略 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


